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川薩・出水保健所における定点報告疾患

北薩感染症情報
2025年第24週（6月9日～6月15日）

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1
北薩地域振興局保健福祉環境部（川薩保健所）健康企画課

電話 0996-23-3165       FAX  0996-20-2127 
E-ﾒｰﾙ kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

◎： 警報発令中 ○： 注意報発令中
注意報
レベル

開　始
基準値

終　息
基準値

基準値

急性呼吸器感染症 － － － 434 405 135.00 ↓ － 93 59 29.50 ↓ －

インフルエンザ 30.0 10.0 10.0 5 5 1.67 → － － － － → －

COVID-19
(新型コロナウイルス感染症)

－ － － 3 2 0.67 ↓ － 2 2 1.00 → －

RS － － － － 3 1.50 ↗ － － － － → －

咽頭結膜熱 3.0 1.0 － 2 8 4.00 ↗ ◎ 5 － － ↓ －

A群溶血性
ﾚﾝｻ球菌咽頭炎

8.0 4.0 － 3 4 2.00 ↗ － 1 1 1.00 → －

感染性胃腸炎 20.0 12.0 － 11 8 4.00 ↓ － 9 6 6.00 ↓ －

水痘 2.0 1.0 1.0 1 1 0.50 → － － － － → －

手足口病 5.0 2.0 － － － － → － － － － → －

伝染性紅斑 2.0 1.0 － － － － → － － 2 2.00 ↗ －

突発性発疹 － － － 1 － － ↓ － － － － → －

ヘルパンギーナ 6.0 2.0 － 1 － － ↓ － － － － → －

流行性耳下腺炎 6.0 2.0 3.0 － － － → － － － － → －

急性出血性結膜炎 1.0 0.1 － － － － → －

流行性角結膜炎 8.0 4.0 － 7 5 5.00 ↓ ◎

細菌性髄膜炎 － － － － － － → － － － － → －

無菌性髄膜炎 － － － － － － → － － － － → －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － → － － － － → －

クラミジア肺炎 － － － － － － → － － － － → －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － → － － － － → －

－ － － － － → － － － → －

－ － － － － → － － － → －

－ － － 468 441 ↓ 110 70 ↓

前週
報告数
（人）

今週
報告数
（人）

定点種別 対象疾患

警報レベル 川薩保健所管内 出水保健所管内

定点
報告数

前 週
からの
増 減

警　報
注意報

定点報告数

小児科定点

今週
報告数
（人）

定点
報告数

前 週
からの
増 減

警　報
注意報

前週
報告数
（人）

急性呼吸器感
染症(ARI)

定点

眼科定点

基幹定点

指定医療機関からの
インフルエンザ入院報告

指定医療機関からの
COVID-19入院報告

報　告　数　合　計

＜注意報・警報レベル＞
・川薩保健所管内 　　流行性角結膜炎，咽頭結膜熱（警報レベル）
・出水保健所管内　 　なし
　
　＜全数報告＞
・川薩保健所管内　　結核２例　侵襲性インフルエンザ菌感染症１例　百日咳１例　追加　百日咳１例（第23週）
・出水保健所管内　  百日咳４例

mailto:kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp


第24週において，川薩保健所管内では流行性角結膜炎，咽頭結膜熱が警報中です。

流行性角結膜炎，咽頭結膜熱ともにアデノウイルスによる感染症です。基本的な感染
対策である手洗い・うがい，マスク等をしましょう。また，タオルの共用による感染も起こる
ので，タオルの共有もしないように心がけましょう。

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分（男女合計）

警報発令中 注意報発令中

15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W 24W

急性呼吸器感染症 － － 51.00 35.33 35.00 33.00 45.00 133.33 139.67 143.33 144.67 135.00

インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 0.33 2.67 3.33 2.67 2.33 4.67 8.33 4.33 1.67 1.67

  COVID-19
(新型コロナウイルス感染症)

－ － 3.00 3.33 3.67 0.67 1.67 0.67 1.00 3.00 1.00 0.67

　ＲＳウイルス感染症 － － 1.00 0.50 1.00 － － － 0.50 0.50 － 1.50

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 － 0.50 1.00 － － － 2.50 1.00 1.50 1.00 4.00

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 － 0.50 3.50 4.50 4.00 4.50 4.50 1.50 1.50 1.50 2.00

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 － 23.00 25.00 20.50 13.50 12.50 10.50 9.00 2.00 5.50 4.00

　水痘 2.00/1.00 1.00 － － 0.50 － 0.50 － － － 0.50 0.50

　手足口病 5.00/2.00 － － － － － － － － 0.50 － －

　伝染性紅斑 2.00/1.00 － － － － － － 1.00 － － － －

　突発性発疹 － － 0.50 － － － 1.00 － 0.50 0.50 0.50 －

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 － － － － － － － － － 0.50 －

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 － － － － － － － － － －

  急性出血性結膜炎 1.00/0.1 － － － － － － － － － － －

  流行性角結膜炎 8.00/4.00 － 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 10.00 8.00 4.00 7.00 5.00

細菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

無菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － － － － － － －

クラミジア肺炎 － － － － － － － － － － － －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － － － － － － －

15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W 24W

急性呼吸器感染症 － － 7.00 8.00 34.50 45.00 49.50 57.00 57.50 60.50 46.50 29.50

インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 0.50 1.00 1.00 － 1.00 0.50 － － － －

  COVID-19
(新型コロナウイルス感染症)

－ － 1.00 3.50 1.50 1.00 － － 1.00 1.50 1.00 1.00

　ＲＳウイルス感染症 － － 11.00 3.00 4.00 3.00 3.00 － 2.00 － － －

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 － － － 1.00 － － 1.00 － － 5.00 －

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 － 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 5.00 1.00 5.00 1.00 1.00

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 － 7.00 9.00 6.00 6.00 6.00 5.00 2.00 3.00 9.00 6.00

　水痘 2.00/1.00 1.00 － - － - - - - - - -

　手足口病 5.00/2.00 － － － － － － － － － － －

　伝染性紅斑 2.00/1.00 － 1.00 1.00 － － － 1.00 － 1.00 － 2.00

　突発性発疹 － － － － 1.00 1.00 2.00 － 1.00 － － －

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 － － － 1.00 － － － － － － －

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 － － － － － － － － － －

細菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

無菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － － － － － － －

クラミジア肺炎 － － － － － － － － － － － －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － － － － － － －

川薩保健所管内推移
（定点報告数）

基幹定点（報告数掲載）

出水保健所管内推移
（定点報告数）

基幹定点（報告数掲載）

小児科定点

警報/終息

基準値

定点種別 疾病
警報/終息

基準値
注意報
基準値

小児科定点

急性呼吸器
感染症(ARI)

定点

基幹定点

急性呼吸器
感染症(ARI)

定点

眼科定点

基幹定点

注意報
基準値

定点種別 疾病



ハンセン病とは…？

ハンセン病とは「らい菌」に感染することで起
こる病気です。現代においては感染することも
発病することもほぼありません。しかし，感染し
発病すると，手足などの末梢神経が麻痺し，皮
膚に様々な病的な変化が起こったりします。

国の隔離政策などにより，ハンセン病は怖い
病気であるという誤った考えが植え付けられ，
様々な偏見・差別や人権侵害を引き起こしてき
ました。らい予防法が1996年（平成８年）に廃止
されるまで，90年もの長きに渡って誤った隔離

政策が続いたことで，ハンセン病であった方々
やその御家族は，故郷や家族との絆を断たれ
たり，今もなお残る根強い差別や偏見に苦しむ
等，現在も問題が残されています。

ハンセン病元患者様の御家族へ

令和元年(2019年)11月15日に，議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する
補償金の支給等に関する法律（令和元年法律第55号。以下「法」という。）」が成立
し，同年11月22日に公布・施行されました。

この法に基づき，対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国から補償金
が支給されます。

●補償金の請求について
請求期限は令和11年11月21日までとなっています。詳細は厚生労働省のホーム

ページまたは，窓口（03-3595-2262）にお問い合わせください。

参考資料：ハンセン病に関する情報ページ ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
鹿児島県／ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について（お知らせ） (pref.kagoshima.jp)

６／22（日）～28（土）は
ハンセン病問題を正しく理解する週間です！

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/hansen/hansenkazokuhosyou.html




先着順です！





咽頭結膜熱の報告が増えています

咽頭結膜熱（プール熱）とは

アデノウイルスの感染により，発熱，のどの痛み，結膜炎といった症状を伴
う，小児に多い病気です。通常夏期に地域全体で流行し，６月頃から徐々に
増加しはじめ，７～８月にピークを形成します。季節性流行の場合は，学童年
齢の罹患が主であるとされているが，感染症発生動向調査での罹患年齢か
らは，５歳以下が約６割を占めています。

・飛沫感染
・接触感染

Q咽頭結膜熱にならないためには…？
A. 流水とせっけんによる手洗い・うがいなどで，ある程度，感染を予防することが
できます。流行時には，感染者との密接な接触，タオルの共有は避けましょう。

Q.咽頭結膜熱にかかったら…？
A. １日の間に39～40度の高熱と37～38度前後の微熱を上がったり下がったりする

ことが４～５日ほど続き，扁桃腺が腫れ，のどの痛みを伴います。その他にも，頭
痛，腹痛，下痢のほか，首のリンパ節が腫れることがあります。加えて，充血や目
やにがでるなどの結膜炎症状がみられます。

Q.学校や幼稚園には行っていいの…？
A. 学校保健安全法では，第二種感染症に位置づけられており，主要症状が消失

した後２日を経過するまで出席停止とされています。ただし，病状により伝染の恐
れがないと認められたときはこの限りではありません。

『プール熱』の由来
かつてはプール利用時の接触やタ
オルの貸し借り等で流行することが
あったため，この病名がつきました。
※現在はタオル共用の減少等の理由より，

プール利用における集団感染の報告は
見られなくなっています。

参考資料
咽頭結膜熱｜国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト (jihs.go.jp)
咽頭結膜熱｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/adeno/010/pcf-intro.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/pcf.html

